
令和４年度専門部会活動報告 

 

くらし部会 

 

１．今年度の活動目標・目的（前年度から引き続き） 

「地域の暮らしの充実」 

障がいの種別に問わず、多様な暮らしを選択できる地域をめざす。 

「地域における持続可能な生活基盤つくり（ソフト・ハード両面）」 

 

２．部会開催状況 

①６月 23日（木）10時 00 分～12時 00 分  参加者 14 名 

②８月 25日（木）10時 00 分～12時 00 分  参加者 11 名（ほか実習生 3名） 

③11 月 4日（金）13時 30 分～15時 30 分  参加者 13 名 

④１月 11日（水）13時 30 分～15時 30 分  参加者 12 名 

 

３．部会の取組、実施内容 

取組 実施内容 

緊急時の相談先や対応時の

課題の整理、流れの見える化 

『障がいのある人のための緊急時対応フロー図』を作成

した。素案をもとに部会の中で意見を出し合い、当事者・

当事者家族に配布する簡易版と、事業者・行政機関向けの

詳細版の２種類を完成させた。 

障がいの重い方が地域で安

心して暮らせる体制づくり

に関する検討 

①人材確保について 

居宅介護事業所へのアンケートを実施。障がいの重い方

の暮らしを支える居宅介護事業所の現状と、人材確保・育

成に向けての取組について意見を伺った。 

それを受けて、初任者研修や専門研修への助成を検討。ま

た、若い世代の取り込み、福祉業界のＰＲのため、ＳＮＳ

研修会の開催を予定している。 

障がいの重い方が地域で安

心して暮らせる体制づくり

に関する検討 

②居宅介護事業所のサービ

ス提供の中で見える課題等

について 

居宅介護事業所へのアンケートから、全般的な人材の不

足、医療的ケアや行動援護等の専門的支援を行える人材

の育成といった課題が、いくつかの事業所から共通のも

のとして挙げられた。それらの課題の共有し解決に向け

て話をする場を設けるとともに、事業所間の横のつなが

りを作る試みとして、部会からの呼びかけで、居宅介護事

業所連絡会を開催した。６事業所８名が参加。 

 

 

 

 

 



４．成果 

・『障がいのある人のための緊急時対応フロー図』（別紙）を作成することで、緊急時の動

きを視覚的にもわかりやすい形で整理することができた。当事者（当事者家族）、福祉

事業者、地域（民生委員、自治区等）、行政機関、医療機関等への配布を想定してい

る。また、緊急時に対応について協議する場として、「緊急コア会議」の設置を提案。

緊急時に当事者と家族を支えるための明確な枠組みを作ることができた。 

 ・各居宅介護事業所の感じている課題や支援にあたっての難しさを、アンケートを通して

把握することができた。複数の事業所が、全般的な、また専門的な支援を行うことので

きる人材の確保・育成を課題として挙げていたことから、居宅介護事業所連絡会を開催

し、課題の共有及び解決に向けての意見交換の機会を設けることができた。それぞれの

事業所での人材確保・育成に関する工夫や努力が話された。市全体での人材確保を考え

るための第一歩となったと思われる。その一環として、３月３日に、市の企画広報課職

員を講師として、ＳＮＳの勉強会を企画している。 

 

５．課題（次年度以降の実施事項） 

≪令和３年度、令和４年度の協議内容からみえてきた課題≫ 

①支援度の高い方のための、手厚いくらしの場の不足 

 －手厚い支援の必要な方のためのＧＨなどがない 

－短期入所事業所が市内にない 

 －生活介護事業所の不足 

   ②グループホームやひとり暮らしのための体験利用の場の不足 

   ③居宅での生活や余暇を支える、居宅介護事業所への支援 

④地域福祉を支える人材育成・人材確保 

 

・①～④のいずれも、事業所の枠を超えて、市全体の課題として考えていく必要がある

と思われる。 

  ・令和５年度の部会構成がまだ分からないため、くらし部会で第７期障がい福祉計画 

の作成を担っていくのか等、不明点が多い。いずれにしても、令和３年度・４年度の

協議を通してみえてきた上記の①～④を、地域における課題として、第７期障がい福

祉計画の中に盛り込んでいけるとよいのではないか。 

 

 

 



家族

地域
近所の人・民生委員など

行政・市役所
担当課

医療関係者
通院先・訪看など

福祉関係者
相談支援事業所など

通所先
障がい福祉サービス

事業所など

緊急事態！

本人からの発信・周囲の気づき

通園・通学
先

キャッチした人・機関から連絡

市役所担当課
福祉総合相談室
高齢障がい支援課
子ども未来課

虐待防止センターなど

☎（0562）47⁻2111㈹

相談支援事業所
障がい者相談支援センター
相談支援事業所みらい
おひさま、みのり、はつね

ケースに応じた対応

児童相談支
援センター

緊急コア会議（仮称）
市役所または基幹相談支援センターが中心となって呼びかけ

関係機関・関係者が集まって直接対応を協議

本人

障がいのある人のための緊急時対応フロー図

大府市障がい者相談支援
センター

（基幹相談支援センター）

☎（0562）48⁻3011

共有・相談

居室の確保 福祉サービス利用 見守り

・緊急居室確保

・短期入所

・施設入所

・入院

・新規サービス利用

・サービスの量や種類、

時間数の調整（既に

サービス利用がある場

合）

・相談員の訪問

・地域の見守り

・地域資源の利用（社

協事業、サロンなど）

対
応
の
例

◇このフロー図は、主に、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病の方を対象としています。
◇裏面に、医療機関や緊急時連絡先の記入欄があります。（おおぶ・あったか あんしんヘルプカード）



障がいのある人のための緊急時対応フロー図（詳細)

家族 関係者

緊急事態！

本人からの発信・周囲の気づき

本人

①本人に何があったのか
②家族など周囲の状況はどうなっているか
③本人・家族に関わりのある人・機関はどこか
④所属先の有無、障がい福祉サービス利用の有無

Ⅰ一次スクリー
ニング

緊急性の判断➀
緊急または判断に迷う場
合は、市役所又は障がい
者相談支援センターへ

Ⅱ二次スクリー
ニング

緊急性の判断②

Ⅲ緊急コア会議

関係機関・関係者が集
まって直接対応を協議

対面またはオンライン
にで実施

①本人の心身の状態はどうか（受診の必要性）
②居所の確保の必要があるか（居室確保の必要性）
③家族への支援の必要はあるか
④どれくらいの期間支援が見込まれるか
⑤どこが何を担っていくか
⑥誰がどこに連絡をとっていくか（役割の確認）
⑦いつ振り返りを行うか

Ⅳ個別対応
関係各所への連絡・調
整を行い、本人と家族
の支援を行う

Ⅴ振り返り

一定期間を置いて振り
返りを行い、必要に応
じて支援を見直す

①現在の対応(Ⅳ)で本人・家族が困っていないか
➁対応している機関の疲弊はないか
③期間が当初の想定よりも長期にわたる可能性はな
いか
⇒いずれかにあてはまるものがあれば見直しを図る

障がい者相談支援
センター

0562-48-3011

大府市役所
0562-47-2111㈹

本人または関係者か
ら連絡(第一報)を受
けた機関

実施者 主な確認事項・内容

市役所または大府市障がい者相談支援センターにおい
て、緊急性の判断を再度行う。
緊急 →緊急コア会議開催
著しく緊急 →緊急通報（救急・消防・警察など）
緊急ではない →事業所等での現行の支援を継続

本人・家族に関わっ
ているすべての機関

市役所または障がい
者相談支援センター
が呼びかける

コア会議のメンバー
を中心とした関係機
関

市役所または障がい
者相談支援センター
が呼びかける

本人・家族の生活が安定するところまで、対応を見直しながら見守る。
当初の課題がある程度解決されたところで一旦終結とする。

大府市自立支援協議会 くらし部会作成（令和5年1月版）

対応見直し又は終結

居室の確保 福祉サービス利用 見守り

・緊急居室確保

・短期入所

・施設入所

・入院

・新規サービス利用

・サービスの量や種

類、時間数の調整

（既にサービス利用

がある場合）

・相談員の訪問

・地域の見守り

・地域資源の利用

（社協事業、サロン

など）

対
応
の
例


